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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被検眼に測定光束を照射し、その反射光を基にして被検眼状態を測定するための測定手段
と、該測定手段を前記被検眼に対する位置合わせのために駆動する駆動手段と、被検眼の
角膜に位置合わせ用の光束を投影する投影手段と、角膜から反射された前記投影手段の光
束を受光する受光手段と、被検眼が左目か右目かを検知する左右眼検知手段と、前記受光
手段により前記投影手段の光束の角膜反射光が検出されなかった場合に、前記左右眼検知
手段で検知した検知情報に応じた方向に前記駆動手段を駆動する駆動制御手段とを有する
ことを特徴とする眼科測定装置。
【請求項２】
前記測定光束の光源と前記位置合わせ用の光束の光源とは同じとした請求項１に記載の眼
科測定装置。
【請求項３】
被検眼の瞳孔部を含む前眼部像を撮像する撮像手段と、該撮像手段の撮像出力に基づいて
被検眼の瞳孔を検出する瞳孔検出手段とを有し、該瞳孔検出手段の検出情報に基づいて前
記駆動手段を駆動する請求項１に記載の眼科測定装置。
【請求項４】
前記受光手段は被検眼の瞳孔部を含む前眼部像を撮像する撮像手段であり、該撮像手段の
撮像出力を表示する表示手段を有する請求項１に記載の眼科測定装置。
【請求項５】
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　前記駆動制御装置は前記測定手段を被検眼の耳側に駆動する請求項１に記載の眼科測定
装置。
【請求項６】
被検眼に測定光束を照射し、その反射光を基にして被検眼状態を測定するための測定手段
と、被検眼の瞳孔部を含む前眼部像を撮像する撮像手段と、前記測定手段と前記撮像手段
とを前記被検眼に対する位置合わせのために駆動する駆動手段と、被検眼の角膜に位置合
わせ用の光束を投影する投影手段と、角膜から反射された前記投影手段の光束を分割する
と共にそれぞれ異なる方向に偏向させて前記撮像手段に導く光偏向手段とを有し、前記撮
像手段により検出された瞳孔情報或いは前記投影手段によって反射された角膜反射光に基
づいて前記駆動手段を駆動する眼科測定装置であって、被検眼が左目か右目かを検知する
左右眼検知手段と、前記撮像手段により前記投影手段の光束の角膜反射光が検出されなか
った場合に、前記左右眼検知手段で検知した検知情報に応じた方向に前記駆動手段とを駆
動する駆動制御手段を有することを特徴とする眼科測定装置。
【請求項７】
前記制御手段は被検眼の耳側に前記測定手段を駆動制御する請求項６に記載の眼科測定装
置。
【請求項８】
前記瞳孔情報を基にして前記測定手段の光軸が瞳孔中心に一致するよう前記駆動手段を駆
動させ、前記角膜反射光に基づいて前記測定手段の被検眼に対する作動距離調整を行うよ
うに前記駆動手段を駆動する請求項６に記載の眼科測定装置。
【請求項９】
前記撮像手段の撮像出力を表示する表示手段を有する請求項６に記載の眼科測定装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被検眼固有の例えば眼屈折力等の眼科特性を測定する眼科測定装置に関するも
のである。
【０００２】
【従来の技術】
従来から眼科測定装置は、被検眼を観察しながら検査測定手段と被検眼との位置合わせを
行って、眼屈折力や眼圧、眼底像、眼底血流量等の被検眼の固有情報を得ている。これら
の眼科測定装置では、検査測定手段と被検眼との位置合わせを行う際に、検者はテレビモ
ニタに映し出された被検眼の前眼部像を観察しながら、操作手段を操作して検査測定手段
と被検眼との位置の粗調整を行った後で、被検眼の角膜に投影された指標光束の角膜反射
像を頼りに精密な位置合わせを行っているが、このような操作は非常に煩雑であり、熟練
を要する作業となる。
【０００３】
このために最近では、操作者がテレビモニタ上の被検眼の前眼部像を観察しながら操作手
段を操作して、被検眼がほぼ観察視野の中心付近に入って装置と被検眼との作動距離が所
定範囲内になると、角膜反射像を光電的に検知し電動架台を制御して検査手段を移動し、
自動的に精密な位置合わせを行う眼科測定装置が開示されている。更に、光電的に得られ
た前眼部像から被検眼の概略の位置を検出し、電動架台を制御して検査測定手段と被検眼
との初期位置の粗調整を自動的に行う眼科測定装置も提案されている。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら上述の従来例の眼科測定装置においては、検査測定手段と被検眼との初期位
置が大きくずれていると、被検眼の角膜からの反射光を受光することができないという問
題がある。このような状態でも角膜反射光を受光できるように構成するためには、明るい
対物レンズを使用しなければならないので、装置が大型化してコストが割高になる。また
、角膜反射光を利用せずに被検眼の前眼部像から瞳孔位置を検出し、これを基に電動架台
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を制御して初期位置合わせを行う装置では、瞳孔中心と角膜中心とが偏心している被検眼
の場合には、初期位置を瞳孔中心に合わせても角膜からの反射光を受光できないという問
題点がある。
【０００５】
本発明の目的は、上述の問題点を解消し、操作者の熟練を必要とせずに被検眼検査測定部
と被検眼との初期位置合わせから微調整までを行って精度良くアライメントすることがで
きる眼科測定装置を提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
上記目的を達成するための本発明に係る眼科測定装置は、被検眼に測定光束を照射し、そ
の反射光を基にして被検眼状態を測定するための測定手段と、該測定手段を前記被検眼に
対する位置合わせのために駆動する駆動手段と、被検眼の角膜に位置合わせ用の光束を投
影する投影手段と、角膜から反射された前記投影手段の光束を受光する受光手段と、被検
眼が左目か右目かを検知する左右眼検知手段と、前記受光手段により前記投影手段の光束
の角膜反射光が検出されなかった場合に、前記左右眼検知手段で検知した検知情報に応じ
た方向に前記駆動手段を駆動する駆動制御手段とを有することを特徴とする。
【０００７】
また、本発明に係る眼科測定装置は、被検眼に測定光束を照射し、その反射光を基にして
被検眼状態を測定するための測定手段と、被検眼の瞳孔部を含む前眼部像を撮像する撮像
手段と、前記測定手段と前記撮像手段とを前記被検眼に対する位置合わせのために駆動す
る駆動手段と、被検眼の角膜に位置合わせ用の光束を投影する投影手段と、角膜から反射
された前記投影手段の光束を分割すると共にそれぞれ異なる方向に偏向させて前記撮像手
段に導く光偏向手段とを有し、前記撮像手段により検出された瞳孔情報或いは前記投影手
段によって反射された角膜反射光に基づいて前記駆動手段を駆動する眼科測定装置であっ
て、被検眼が左目か右目かを検知する左右眼検知手段と、前記撮像手段により前記投影手
段の光束の角膜反射光が検出されなかった場合に、前記左右眼検知手段で検知した検知情
報に応じた方向に前記駆動手段とを駆動する駆動制御手段を有することを特徴とする。
【０００８】
【発明の実施の形態】
本発明を図示の実施例に基づいて詳細に説明する。
図１は第１の実施例の眼科測定装置の構成図を示し、被検眼Ｅに対向してダイクロイック
ミラー１が傾斜して配置され、被検眼Ｅとダイクロイックミラー１の間の光軸外位置に、
被検眼Ｅの前眼部を照明するための近赤外光を発するＬＥＤ等の前眼部照明用光源２が配
置されている。
【０００９】
ダイクッロックミラー１の透過方向の光路Ｏ１上には眼屈折力測定用対物レンズ３、孔あ
きミラー４、投影絞り５、投影レンズ６、指標板７、前眼部照明用光源２よりも波長が数
１０ｎｍ長い近赤外光を発する測定用光源８が順次に配列されている。ダイクロイックミ
ラー１は測定用光源８が発する波長光の大部分を透過してその一部分を反射し、照明用光
源２が発する波長光を反射する特性を有している。そして、測定用対物レンズ３から測定
用光源８までの部材により、被検眼に測定光束を照射する眼屈折力測定光投影光学系が構
成されている。なお、後述するが本実施例では、この測定光投影光学系が被検眼角膜に位
置合わせのための光束を投影する手段にも兼用されている。
【００１０】
また、孔あきミラー４の反射方向には、光軸外に６個の開口を有する６孔絞り９が配置さ
れ、その後方に６分割プリズム１０、リレーレンズ１１、ＣＣＤカメラなどの撮像素子１
２が順次に配列されている。そして、測定用対物レンズ３から撮像素子１２により、眼屈
折力測定受光光学系が構成されている。そして、先の測定光投影光学系とこの測定受光光
学系とにより被検眼状態を測定するための測定手段が構成されている。
【００１１】
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ダイクロイックミラー１の反射方向には、前眼部観察用対物レンズ１３、可視光を透過し
近赤外光を反射する特性を有するダイクロイックミラー１４が配置され、このダイクロイ
ックミラー１４の反射方向の光路Ｏ２上には、楔プリズム１５ａ、１５ｂが接着された３
つの開口部１６ａ、１６ｂ、１６ｃを有する３孔絞り板１６が、図２に示すように光路Ｏ
２に挿脱自在に配置され、その背後には結像レンズ１７、被検眼Ｅの前眼部付近と略共役
で瞳孔部を含む前眼部を撮像するＣＣＤカメラ等の受光素子或いは撮像手段である撮像素
子１８が配置されている。そして、観察用対物レンズ１３から撮像素子１８までの部材に
より前眼部観察光学系が構成されている。
【００１２】
ここで、楔プリズム１５ａ、１５ｂには測定用光源８が発する波長光を透過して、照明用
光源２が発する波長光を反射する特性の多層膜が蒸着されており、楔プリズム１５ａは３
孔絞り板１６の開口部１６ａを通過する光束を紙面に対して奥方向に、楔プリズム１５ｂ
は３孔絞り板１６の開口部１６ｂを通過する光束を紙面に対して手前方向へ偏向する機能
を有している。このように、測定用光源８による角膜反射光は、異なる方向に偏向されて
撮像素子１８へ至ることになる。
【００１３】
また、ダイクロイックミラー１４の透過方向の光路０３上には、ミラー１９、被検眼Ｅが
固視するための公知の固視標投影光学系２０が配置されている。そして、前眼部観察光学
系、固視標投影光学系２０、測定光投影光学系、測定受光光学系等により被検眼検査手段
が構成されており、この被検眼検査手段は図示しない駆動手段である電動モータ等によっ
て、３軸方向に移動可能な電動架台の上に載置されている。
【００１４】
撮像素子１２及び撮像素子１８の出力は、それぞれＡ／Ｄ変換器２１及びＡ／Ｄ変換器２
２に接続され、Ａ／Ｄ変換器２１及びＡ／Ｄ変換器２２の出力は、それぞれ記憶手段２３
及び記憶手段２４に接続されると共に、装置全体の制御を行う演算処理部２５に接続され
ている。また、演算処理部２５の出力は測定用光源８、モータ等の駆動手段により電気的
に被検眼検査手段を電気的に３軸方向に移動するアライメント手段２６、電動架台に取り
付けられアライメント手段２６の位置を検知することによって、被検眼Ｅの左右を検知す
るマイクロスイッチ等から成る左右眼検知手段２７に接続されている。そして、測定開始
やアライメント手段２６を手動で制御するための操作部２８の出力が演算処理部２５に接
続されており、演算処理部２５の出力はＤ／Ａ変換器２９を介してテレビモニタ３０に接
続されている。
【００１５】
このような構成において、被検眼Ｅが照明用光源２により照明されると、被検眼Ｅの前眼
部周辺からの反射散乱光はダイクロイックミラー１で反射し、観察用対物レンズ１３によ
り略平行光とされ、ダイクロイックミラー１４を反射し、３孔絞り板１６の開口部１６ｃ
を通り、結像レンズ１７によりＣＣＤカメラ等の撮像素子１８上に結像する。撮像素子１
８の出力信号はＡ／Ｄ変換器２１によってデジタル信号に変換され、演算処理部２５、Ｄ
／Ａ変換器２９を介して、テレビモニタ３０上に前眼部像Ｅ’が映し出される。
【００１６】
検者はテレビモニタ３０上の前眼部像Ｅ’を見ながら、操作部２８に設けた電動架台操作
スイッチを用いて、被検眼検査手段を上下・左右・前後の３方向に移動し、被検眼Ｅとの
位置合わせを行う。
【００１７】
被検眼Ｅと被検眼検査手段との概略の位置合わせが終了すると、測定用光源８から射出し
た光束が指標板７を照明し、指標板７により制限された光束は投影レンズ６、投影絞り５
、孔あきミラー４の孔部を通って、測定用対物レンズ３の焦点面に一度結像して平行光と
され、その大部分がダイクロイックミラー１を透過して被検眼Ｅに達する。
【００１８】
被検眼Ｅの角膜Ｅｃにより反射された光束は、その一部がダイクロイックミラー１で反射
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され、観察用対物レンズ１３により略平行光とされ、ダイクロイックミラー１４により光
路Ｏ２へ偏向され、楔プリズム１５ａ、１５ｂを通り、３孔絞り板１６の３つの開口部１
６ａ、１６ｂ、１６ｃを通過して３つの光束Ｌａ、Ｌｂ、Ｌｃに分割され、結像レンズ１
７により撮像素子１８上に結像して、それぞれ指標像１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’とし
てテレビモニタ３０上に映し出される。
【００１９】
図３～図５に示すように、楔プリズム１５ａは３孔絞り板１６の開口部１６ａを通過する
光束Ｌａを紙面に対して奥方向に、楔プリズム１５ｂは３孔絞り板１６の開口部１６ｂを
通過する光束Ｌｂを紙面に対して手前方向に偏向する。
【００２０】
従って、図３(a) に示すように被検眼Ｅと被検眼検査手段の作動距離が正しい場合には、
被検眼Ｅの角膜Ｅｃで反射された指標板７からの光束は、観察用対物レンズ１３により略
平行光とされているので、テレビモニタ３０上に映し出された指標像１６ａ’、１６ｂ’
、１６ｃ’は、図３(b) に示すように水平方向に直線状に並ぶ。このとき、指標像１６ｃ
’は角膜頂点位置を示している。
【００２１】
また、図４(a) に示すように、被検眼Ｅと被検眼検査手段との距離が正しい作動距離より
も近い場合には、角膜Ｅｃで反射された指標板７からの光束は観察用対物レンズ１３によ
って拡散光となるので、図４(b) に示すようにテレビモニタ３０上に映し出された指標像
１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’は、指標像１６ａ’が指標像１６ｃ’よりも上方に、指標
像１６ｂ’が指標像１６ｃ’よりも下方に直線状に並び、指標像１６ｃ’は角膜頂点位置
に現われる。
【００２２】
更に、図５(a) に示すように、被検眼Ｅと被検眼検査手段との距離が正しい作動距離より
も遠い場合には、角膜Ｅｃで反射された指標板７からの光束は観察用対物レンズ１３によ
って収束光となるので、図５(b) に示すようにテレビモニタ３０上に映し出された指標像
１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’は、指標像１６ａ’が指標像１６ｃ’よりも下方に、指標
像１６ｂ’が指標像１６ｃ’よりも上方に直線状に並び、指標像１６ｃ’は角膜頂点位置
に現われる。
【００２３】
これによって、検者はテレビモニタ３０上に映し出された指標像１６ａ’、１６ｂ’、１
６ｃ’の位置関係から、被検眼Ｅと被検眼検査手段との相対的な位置を検知して精密な位
置合わせを行うことができる。
【００２４】
位置合わせの終了後に、検者が操作部２８の測定開始スイッチを押すと、演算処理部２５
は測定用光源８を発光する。測定用光源８から射出した光束は、指標板７、投影レンズ６
、投影絞り５、孔あきミラー４の孔部、測定用対物レンズ３、ダイクロイックミラー１を
通って被検眼Ｅに達し、眼底Ｅａに指標像７’を結像する。この指標像７’を二次光源と
して反射・散乱した光束はその大部分がダイクロイックミラー１を透過し、測定用対物レ
ンズ３を介して孔あきミラー４で反射し、６孔絞り９により６つの光束に分割された後に
、６分割プリズム１０、リレーレンズ１１を介して撮像素子１２上に６つのスポット像を
形成する。
【００２５】
この映像信号はＡ／Ｄ変換器２２においてデジタル信号化され、記憶手段２４に記憶され
る。演算処理部２５は記憶手段２４に記憶された情報から被検眼Ｅの眼屈折力を算出し、
光路Ｏ３上の固視標投影光学系２０を制御して被検者に雲霧を促す。この操作を数回行う
ことによって、調節のない雲霧状態の被検眼Ｅの眼屈折力を測定することができる。
【００２６】
人間の眼は個人差や病的要因によっても異なるが、殆どの被検眼Ｅにおいて瞳孔中心に対
して角膜頂点が偏心しており、特に左右眼共に角膜頂点が瞳孔中心に対して耳側に偏心し
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ている傾向があることが知られている。即ち、人の眼の瞳孔中心と角膜頂点とは必ずしも
一致せず、瞳孔中心に対して角膜頂点が耳側に偏心している。従って、瞳孔中心に対する
角膜頂点の偏心が大きい被検眼Ｅの場合には、瞳孔中心を基準に概略の位置合わせを行っ
ても、指標板７を通過した光束の角膜Ｅｃによる反射光束は観察用対物レンズ１３の有効
径内に入らず、撮像素子１８まで達することができない。
【００２７】
このために、本実施例では被検眼Ｅと被検眼検査手段との概略の位置合わせの終了後に測
定用光源８を発光しても、撮像素子１８によって指標像１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’が
検出できない場合がある。このような場合には、演算処理部２５は左右眼検知手段２７で
検知した左右眼情報を基に、瞳孔中心から耳側へ被検眼Ｅと被検眼検査手段との相対位置
をずらすようにモータを駆動制御して、指標像１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’を検出する
。このようにして、瞳孔中心に対して角膜頂点の偏心量が大きい被検眼Ｅにおいても、検
者は容易に角膜Ｅｃの反射による指標像１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’を認識することが
でき、精度の良い位置合わせを迅速に行うことが可能となる。
【００２８】
また、指標像１６ａ’は被検眼Ｅと被検眼検査手段との距離が近い場合には上方に、遠い
場合には下方に移動し、逆に指標像１６ｂ’は被検眼Ｅと被検眼検査手段との距離が近い
場合には下方に、遠い場合には上方に移動し、指標１６ｃ’の位置は殆ど変化することは
ない。このために、被検眼Ｅと被検眼検査手段との概略の位置合わせの終了後に測定用光
源８を発光したときに、指標像１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’の内の少なくとも１つの指
標像が検出されると、演算処理部２５により電動架台を含むアライメント手段２６を制御
して、被検眼Ｅと被検眼検査手段との距離を変更し、先ず検出された指標像が何れかを特
定する。
【００２９】
これによって、被検眼Ｅに対する被検眼検査手段の移動方向が決定するので、その方向に
被検眼検査手段を移動して、指標像１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’の内の少なくとも２つ
の指標像を検出し、この２つの指標像が図３(b) に示すように水平に並ぶように、アライ
メント手段２６を制御して前後方向に移動させる。このようにして、被検眼Ｅと被検眼検
査手段との作動距離合わせを正確にかつ簡便に行うことが可能となる。
【００３０】
検者は被検眼Ｅの瞳孔中心と被検眼検査手段の光軸が一致するように、テレビモニタ３０
を見ながら操作部２８を操作して位置合わせを行い、この位置合わせが終了すると検者は
操作部２８に設けた測定開始スイッチを押す。これによって、演算処理部２５は測定用光
源８を発光して、被検眼Ｅの眼屈折力を測定する。なお、本実施例においては眼屈折力測
定検査用光源８と指標投影用光源を共用し、また前眼部観察光学系と固指標受光光学系を
共用しているために、構成を簡素化することができ、小型化及びコストの削減を達成する
ことが可能となる。
【００３１】
第１の実施例では、検者がテレビモニタ３０上に映し出された被検眼Ｅの前眼部付近の像
を見ながら、操作部２８の電動架台操作スイッチを使用して、被検眼検査手段を上下・左
右・前後の３方向に移動し、被検眼Ｅとの位置合わせを行っているが、第２の実施例とし
て同様の構成で、検者が操作部２８の測定開始スイッチを押すことにより、被検眼Ｅと被
検眼検査手段との位置合わせを自動的に行い、位置合わせが終了すると自動的に測定を行
うようにしてもよい。
【００３２】
先ず、被検者が図示しない顔支持部材に顎を乗せ、顔が固定されると検者は操作部２８の
測定開始スイッチを押す。このとき、被検眼検査手段は左右眼の内の予め決められた被検
眼Ｅの基準位置に配置されている。演算処理部２５は照明用光源２を点灯して被検眼Ｅの
前眼部周辺を照明する。前眼部周辺からの反射散乱光はダイクロイックミラー１で反射し
、観察用対物レンズ１３、ダイクロイックミラー１４、３孔絞り１６の開口部１６ｃ、結
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像レンズ１７を介して、撮像素子１８上に結像する。
【００３３】
撮像素子１８からの映像信号はＡ／Ｄ変換器２１でデジタル信号化され、記憶手段２３及
び演算処理部２５に伝達され、演算処理部２５はデジタル信号から被検眼Ｅの瞳孔中心を
抽出して、瞳孔中心が被検眼検査手段の光軸と一致するようにアライメント手段２６を制
御する。本実施例では、被検眼Ｅの周辺は照明用光源２により照明され、二次光源となっ
て反射散乱光を発するが、照明用光源２からの瞳孔を照明する光束は瞳孔から被検眼Ｅの
内部に入って行くために、瞳孔からの反射散乱光は撮像素子１８まで達することはない。
従って、映像信号を２値化することによって瞳孔中心を抽出している。
【００３４】
被検眼Ｅと被検眼検査手段との概略の位置合わせが終了すると、演算処理部２５は測定用
光源８を僅かに点灯する。測定用光源８を射出した光束は指標板７を照明し、指標板７か
らの光束は投影レンズ６、投影絞り５、孔あきミラー４の孔部、眼屈折測定用対物レンズ
３を介して略平行光とされた後に、大部分の光束がダイクロイックミラー１を透過して、
被検眼Ｅの角膜Ｅｃに反射像を形成する。角膜Ｅｃで反射された光束はダイクロイックミ
ラー１で一部が反射され、観察用対物レンズ１３により集光し、ダイクロイックミラー１
４で反射して楔プリズム１５ａ、１５ｂを通り、３孔絞り板１６の３つの開口部１６ａ、
１６ｂ、１６ｃを通過して３つの光束Ｌａ、Ｌｂ、Ｌｃに分割され、結像レンズ１７によ
り撮像素子１８上に達し、それぞれ指標像１６ａ’、１６ｂ’、１６ｃ’を形成する。
【００３５】
瞳孔中心と角膜頂点とが偏心している被検眼Ｅの場合には、被検眼Ｅの瞳孔中心と被検眼
検査手段の光軸との位置合わせが終了しているにも拘らず、指標像１６ａ’、１６ｂ’、
１６ｃ’の少なくとも１つを検出できない場合がある。このとき、例えば２つの指標像が
見えている場合には、演算処理部２５は検出されている２つの指標像が水平方向に並ぶよ
うに、被検眼Ｅと被検眼検査手段との距離を変化させて作動距離合わせを行う。
【００３６】
また、１つの指標像しか見えない場合には、被検眼Ｅと被検眼検査手段との距離を変更し
て、検出されているのが指標像１６ａ’であるか、或いは指標像１６ｂ’であるかを判別
し、残りの２つの指標像が検出できる方向を特定し、アライメント手段２６を制御してそ
の方向に被検眼検査手段を移動する。このようにして、少なくとも２つ以上の指標像を簡
単に検出することができるので、それらの指標像が水平方向に並ぶように、アライメント
手段２６を制御して正しい作動距離に合わせる。そして、作動距離合わせが終了すると再
び瞳孔中心を抽出して、瞳孔中心と被検眼検査手段の光軸との位置合わせを行う。
【００３７】
また、１つも指標像が検出できていない場合には、左眼を検査中のときは被検眼Ｅに向か
って右側に、つまり左眼の耳側に被検眼検査手段を所定量だけ移動するようにモータを駆
動させる。前述したように、多くの被検眼Ｅは瞳孔中心に対して角膜頂点が耳側に偏心し
ているので、このようにすることにより指標像を検出することができ、検出された指標像
の数に応じて、上述と同様の方法によって被検眼Ｅと被検眼検査手段との位置合わせを行
う。なお、右眼を検査中のときは被検眼Ｅに向かって左側に、つまり右眼の耳側に被検眼
検査手段を所定量だけ移動すれば、同様にして指標像を検出することができる。
【００３８】
被検眼Ｅと被検眼検査手段との位置合わせが終了すると、演算処理部２５は測定用光源８
を発光させ、被検眼Ｅの眼底Ｅａからの反射光を撮像素子１２で受光し、また図示しない
固視標投影手段を制御して被検眼Ｅを雲霧状態にして、被検眼Ｅの眼屈折力を測定する。
【００３９】
【発明の効果】
以上説明したように本発明に係る眼科測定装置は、位置合わせ用の受光光学系により角膜
反射光が検出されない場合には、左右眼検知手段で検知した情報に応じた方向へ測定手段
を移動するように駆動手段を制御することによって、容易に角膜反射を検出することがで



(8) JP 4164199 B2 2008.10.8

10

20

きるので、精度の良い位置合わせを迅速に行うことができる。
【００４０】
また、本発明に係る眼科測定装置は、前眼部を撮像する撮像素子の出力を基に抽出した被
検眼の瞳孔中心位置、或いは左右眼検知手段で検知した情報、或いは指標受光光学系で検
出した角膜反射光を基に、測定手段と撮像手段を所定方向に移動するように駆動手段を駆
動することにより、精度の良い位置合わせができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】第１の実施例の眼科測定装置の構成図である。
【図２】楔プリズム及び３孔絞り板の正面図である。
【図３】正しい作動距離のときの指標光束の説明図である。
【図４】作動距離が近いときの指標光束の説明図である。
【図５】作動距離が遠いときの指標光束の説明図である。
【符号の説明】
１、１４　ダイクロイックミラー
２　前眼部照明用光源
７　指標板
８　眼屈折力測定光源
９　６分割絞り
１０　６分割プリズム
１２、１８　撮像素子
１５ａ、１５ｂ　楔プリズム
１６　３孔絞り板
２３、２４　記憶手段
２５　演算処理部
２６　アライメント手段
２７　左右眼検知手段
２８　操作部
３０　テレビモニタ
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